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1.EDINET における XBRL

の概要 
 
 
 
 
 
 

本章では、EDINET における XBRL の概要について説

明します。 
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1-1 XBRL とは 
目次 

XBRLは、各種財務報告用の情報を作成、流通及び利用できるように標準化されたXML
ベースの言語「eXtensible Business Reporting Language」の略です。EDINET では、XBRL
を利用して有価証券報告書等の書類を作成し、提出します。 

XBRL では、「タクソノミ」及び「インスタンス」が必要です。次の図表では、「100」とい

う開示情報とタクソノミ及びインスタンスの関係（イメージ）を表しています。ひも付

く要素及び項目（日本語名称、英語名称等）はタクソノミで定義し、期間、通貨単位等

はインスタンスで設定します。 

図表 1-1-1 XBRL におけるタクソノミ及びインスタンス（イメージ） 

100

期間
２０１２年の
数字である

タクソノミで定義

通貨単位
日本円である

要素

Net sales

インスタンスで設定

売上高

日本語名称

英語名称
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1-2 タクソノミとは 
目次 

EDINET タクソノミについて説明します。 
次の図表にある中央の「100」という情報は開示しようとする情報を表しています。 
この開示しようとする「100」という情報とひも付ける要素の日本語名称が「売上高」

であり、英語名称が「Net Sales」であること等、要素の属性を「タクソノミ」で定義しま

す。標準的なタクソノミは、EDINET から提供されます。この標準的なタクソノミのこ

とを「EDINET タクソノミ」といいます。 

図表 1-2-1 XBRL で定義するタクソノミ（イメージ） 

期間
２０１２年の
数字である

タクソノミで定義

通貨単位
日本円である

要素

Net sales

インスタンスで設定

100

売上高

日本語名称

英語名称

 

 
 

1-2-1 タクソノミの構成 
目次 

EDINET タクソノミの構成について説明します。 
EDINET タクソノミは、次の図表のように「内閣府令タクソノミ」、「財務諸表本

表タクソノミ」、「国際会計基準タクソノミ」及び「DEI タクソノミ」があります。「内閣

府令タクソノミ」は、「2 章 EDINET における XBRL 提出書類の概要 2-3 タクソノミ

分割の単位」に後述するように複数の単位で分割されています。 

図表 1-2-2 EDINET タクソノミの構成（イメージ） 
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「内閣府令タクソノミ」は、提出書類全体のうち、IFRS 財務諸表（注記事項を

含む。以下同じ。）及び日本基準の財務諸表本表以外に係るタクソノミです。「財

務諸表本表タクソノミ」は日本基準の財務諸表本表に係るタクソノミです。「国際

会計基準タクソノミ」は、IFRS 財務諸表に係るタクソノミです。「DEI タクソノミ」

は、提出書類の基本情報(Document Information)及び開示書類等提出者の基本情

報(Entity Information)が格納されているタクソノミです。 
 

各タクソノミは「スキーマファイル」及び「リンクベースファイル」で構成され

ています。構成要素は、次の図表のとおりです。 

図表 1-2-3 タクソノミを構成する各種ファイル（イメージ） 

タクソノミ ファイル

スキーマファイル リンクベースファイル

S 語彙スキーマ
Schema

Io 目次項目アイテムスキーマ
Identification and Ordering

Rt ロールタイプスキーマ
Role Type

Pe パート要素スキーマ
Part Element

S 廃止要素スキーマ
Deprecated Schema

L 名称リンク
Label

R 参照リンク
Reference

P 表示リンク
Presentation

D 定義リンク
Definition

C 計算リンク
Calculation

gla ジェネリックラベルリンク
Generic Label

 

 
 『提出者別タクソノミ作成ガイドライン』 

 
 
 

1-2-2 提出者別タクソノミ 
目次 

EDINET タクソノミには、各様式の報告に必要な標準的な記載項目が定義さ

れていますが、開示書類等提出者は、提出しようとする提出書類によって、開

示に必要な項目を取捨選択したり、必要に応じて適宜追加（拡張）したりでき

ます。この拡張されたタクソノミのことを「提出者別タクソノミ」といいます。 
提出者別タクソノミは必ず作成します。EDINET タクソノミを直接修正して

提出者別タクソノミを作成することはできません。提出者別タクソノミを作成

する際に、次の図表のように、EDINET タクソノミで定義されているスキーマ

ファイルを「インポート」したり、リンクベースファイルを「参照」したりする

必要があります。また、リンクベースファイルの必要な部分を「コピー」し、編

集して利用することができます。 
「インポート」とは、EDINET タクソノミのスキーマファイルを提出者別タク

ソノミのスキーマファイルに読み込むことです。 
「参照」とは、EDINET タクソノミのリンクベースファイルを提出者別タク

ソノミのスキーマファイルから参照することです。 
「コピー」とは、EDINET タクソノミのリンクベースファイルの定義を、提出

者別タクソノミのリンクベースファイルにコピーすることです。 
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1-5-2 ローカルディメンション 
目次 

ディメンションのドメイン及びメンバーを定義する場所は、次の図表にある

ように「ローカルディメンション」があります。 
ローカルディメンションの場合は、指定されたディメンション表でのみ軸に

定義されたメンバーを利用できます。 

図表 1-5-7 ローカルディメンションのイメージ 

ルート

［表］

［軸］

［メンバー］

［軸］

［表示項目］

メンバーA

メンバーB

メンバーC

［メンバー］

メンバーE

メンバーF

メンバーG

ローカルディメンションの例

定義されているメンバーの
情報を他のディメンション
では利用できません。

メンバーを他のディメンショ
ンで利用したい場合は、利
用先のディメンションに当
該メンバーを定義する必要
があります。

m

m

m

m

m

m

m

m

 

 
 『提出者別タクソノミ作成ガイドライン』 
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2.EDINET における XBRL

提出書類の概要 
 
 
 
 
 
 

本章では、EDINET における XBRL 提出書類の概要に

ついて説明します。 
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2-1 XBRL 対象範囲 
目次 

XBRL 対象範囲について説明します。 
 
 

2-1-1 XBRL 対象範囲 
目次 

XBRL の対象書類は、有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書、公

開買付報告書、大量保有報告書等です（対象書類の詳細は、「図表 2-1-2 XBRL

対象様式（開示府令）」から「図表 2-1-7 XBRL 対象様式（内部統制府令）」を参

照してください。）。 
XBRL の対象様式は、65 様式で、次の図表にあるように、提出書類本文全体

及び独立監査人の報告書が XBRL 対象範囲である様式と、財務諸表本表のみが

XBRL 対象範囲である様式とがあります。 

図表 2-1-1 XBRL 対象範囲のパターン 

財務諸表本表を含む提出書類財務諸表本表を
含まない提出書類

提出書類本文全体がＸＢＲＬ対象

財務諸表本表のみがＸＢＲＬ対象

独立監査人の報告書も
ＸＢＲＬ対象

※独立監査人の報告書を併せて提出
する場合
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XBRL の対象となる書類及び関連する府令、規則等は、次の「図表 2-1-2 XBRL

対象様式（開示府令）」から「図表 2-1-7 XBRL 対象様式（内部統制府令）」まで

のとおりです。 
なお、表の「XBRL 対象」欄の見方は、次のとおりです。 
・「全体」のみ「○」 

 

→提出書類全体をタグ付けする様式（ただ

し、財務諸表本表はなし。）。 
・「本表」のみ「○」 →財務諸表本表のみにタグ付けする様式。 
・「全体」及び「本表」に「○」 →提出書類全体をタグ付けする様式（財務

諸表本表及び独立監査人の報告書もタグ

付けする。）。 
 

図表 2-1-2 XBRL 対象様式（開示府令） 

No 書類種別 様式番号 備考 
XBRL 対象 

全体 本表 

1 有価証券届出書 第二号様式 （通常方式） ○ ○ 

2 有価証券届出書 第二号の二様式 （組込方式） ○   

3 有価証券届出書 第二号の三様式 （参照方式） ○   

4 有価証券届出書 第二号の四様式 （新規公開時） ○ ○ 

5 有価証券届出書 第二号の五様式 （少額募集等） ○ ○ 

6 有価証券届出書 第二号の六様式 （組織再編成） ○ ○ 

7 
有価証券届出書 第二号の七様式 

（組織再編成・上

場） 
○ ○ 

8 有価証券報告書 第三号様式 （通常方式） ○ ○ 

9 有価証券報告書 第三号の二様式 （少額募集等） ○ ○ 

10 
有価証券報告書 第四号様式 

（法 24条 3 項に基

づくもの） 
○ ○ 

11 四半期報告書 第四号の三様式   ○ ○ 

12 半期報告書 第五号様式 （通常方式） ○ ○ 

13 半期報告書 第五号の二様式 （少額募集等） ○ ○ 

14 臨時報告書 第五号の三様式   ○   

15 
有価証券届出書 第七号様式 

外国会社（通常方

式）※ 
  ○ 

16 
有価証券届出書 第七号の四様式 

外国会社（組織再編

成）※ 
  ○ 

17 有価証券報告書 第八号様式 外国会社※   ○ 

18 有価証券報告書 第九号様式 外国会社※   ○ 

19 四半期報告書 第九号の三様式 外国会社※   ○ 

20 半期報告書 第十号様式 外国会社※   ○ 

21 発行登録書 第十一号様式 （株券、社債券等） ○   

22 発行登録書 第十一号の二様式 （ＣＰ） ○   

23 
発行登録書 

第十一号の二の二

様式 
（短期社債） ○   

24 発行登録追補書類 第十二号様式 （株券、社債券等） ○   

25 発行登録追補書類 第十二号の二様式 （ＣＰ） ○   

26 自己株券買付状況

報告書 
第十七号様式 

（法 24条の６第１

項に基づくもの） 
○   

※ 日本基準の財務諸表本表に限る。 
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No 書類種別 様式番号 備考 
XBRL 対象 

全体 本表 

26 自己株券買付状況報

告書 

第二十五号の三様

式 

（法 24条の６第１項

に基づくもの） 
○   

27 臨時報告書 様式なし （内国特定有価証券） ○  

（注） 外国特定有価証券は、XBRL 対象外です。 

 

図表 2-1-4 XBRL 対象様式（他社株買付府令） 

No 書類種別 様式番号 備考 
XBRL 対象 

全体 本表 

1 公開買付届出書 第二号様式   ○   

2 意見表明報告書 第四号様式   ○   

3 公開買付撤回届出書 第五号様式   ○   

4 公開買付報告書 第六号様式   ○   

5 対質問回答報告書 第八号様式   ○   

 

図表 2-1-5 XBRL 対象様式（自社株買付府令） 

No 書類種別 様式番号 備考 
XBRL 対象 

全体 本表 

1 公開買付届出書 第二号様式   ○   

2 公開買付撤回届出書 第三号様式   ○   

3 公開買付報告書 第四号様式   ○   

 

図表 2-1-6 XBRL 対象様式（大量保有府令） 

No 書類種別 様式番号 備考 
XBRL 対象 

全体 本表 

1 大量保有報告書 第一号様式 変更報告書を含む ○   

2 
大量保有報告書 

第一号及び第二号

様式 
短期大量譲渡 ○   

3 大量保有報告書 第三号様式 特例対象株券等 ○   

 

図表 2-1-7 XBRL 対象様式（内部統制府令） 

No 書類種別 様式番号 備考 
XBRL 対象 

全体 本表 

1 内部統制報告書 第一号様式   ○   
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2-3 タクソノミ分割の単位 
目次 

EDINET タクソノミは、幾つかの様式のグループごとに分割されています。タクソノ

ミの更新は、タクソノミの分割単位ごとに行われ、更新日は、フォルダの日付及びファ

イル名の日付で確認できます。 
 

 

2-3-1 開示府令のタクソノミ分割単位 
目次 

企業内容等の開示に関する内閣府令のタクソノミ分割単位は、次の図表のと

おりです。開示府令のうち、臨時報告書及び自己株券買付状況報告書を除いて

一つのタクソノミとします。 

図表 2-3-1 分割単位（開示府令） 

No 
タクソノミ 

分割単位 
書類種別 様式番号 備考 

1 

jpcrp 

有価証券届出書 第二号様式 （通常方式） 

2 有価証券届出書 第二号の二様式 （組込方式） 

3 有価証券届出書 第二号の三様式 （参照方式） 

4 有価証券届出書 第二号の四様式 （新規公開時） 

5 有価証券届出書 第二号の五様式 （少額募集等） 

6 有価証券届出書 第二号の六様式 （組織再編成） 

7 有価証券届出書 第二号の七様式 （組織再編成・上場） 

8 有価証券報告書 第三号様式 （通常方式） 

9 有価証券報告書 第三号の二様式 （少額募集等） 

10 
有価証券報告書 第四号様式 

（法 24条3項に基づ

くもの） 

11 四半期報告書 第四号の三様式   

12 半期報告書 第五号様式 （通常方式） 

13 半期報告書 第五号の二様式 （少額募集等） 

14 jpcrp-esr 臨時報告書 第五号の三様式   

15 

jpcrp 

有価証券届出書 第七号様式 外国会社（通常方式） 

16 
有価証券届出書 第七号の四様式 

外国会社（組織再編

成） 

17 有価証券報告書 第八号様式 外国会社 

18 有価証券報告書 第九号様式 外国会社 

19 四半期報告書 第九号の三様式 外国会社 

20 半期報告書 第十号様式 外国会社 

21 発行登録書 第十一号様式 （株券、社債券等） 

22 発行登録書 第十一号の二様式 （ＣＰ） 

23 
発行登録書 

第十一号の二の二

様式 
（短期社債） 

24 発行登録追補書類 第十二号様式 （株券、社債券等） 

25 発行登録追補書類 第十二号の二様式 （ＣＰ） 

26 
jpcrp-sbr 

自己株券買付状況報

告書 
第十七号様式 

（法 24条の６第１

項に基づくもの） 
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  研究開発活動（※） 
報告セグメント（その他の報告セグメントを含む。）ごとの研究開発費の額及び全

社合計の研究開発費の額を記載されている範囲内で詳細タグ付けします。それ以外

（報告セグメントに属さない金額、報告セグメント中の内訳又は主要な一部の開示

等）の詳細タグ付けは、任意とします。 
事業セグメント軸のメンバーがデフォルトメンバー（「連結合計又は会社合計 [メ

ンバー]」）のみとなる場合でも、提出者別タクソノミの定義リンクに事業セグメン

トのディメンションをリキャストしてください。 
 

  財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 
「重要事象等の分析及び対応」の記載がある場合、その記載を再度テキストブロッ

クでタグ付けします。 
四半期報告書において「会社の支配に関する基本方針」の記載がある場合、その

記載を再度テキストブロックでタグ付けします。 
 

  設備投資等の概要（※） 
報告セグメント（その他の報告セグメントを含む。）ごとの設備投資額及び全社合

計の設備投資額を記載されている範囲内で詳細タグ付けします。それ以外（報告セ

グメントに属さない金額、報告セグメント中の内訳又は主要な一部の開示等）の詳

細タグ付けは、任意とします。 
事業セグメント軸のメンバーがデフォルトメンバー（「連結合計又は会社合計 [メ

ンバー]」）のみとなる場合でも、提出者別タクソノミの定義リンクに事業セグメン

トのディメンションをリキャストしてください。 
 

  発行済株式（【株式の総数等】の子目次）（※） 
表中の各記載項目が詳細タグ付け対象です。 
種類株式への対応方法については、「図表 2-5-4 株式種類への対応方法」を参照

してください。 
有価証券報告書において記載する事業年度末現在発行数を含め、提出日コンテキ

ストでタグ付けすることに注意してください（『報告書インスタンス作成ガイドライン』

の「5-4-2 コンテキスト ID の選択」を参照）。 
 

  所有者別状況（※） 
表中の各記載項目が詳細タグ付け対象です。 
種類株式への対応方法については、「図表 2-5-4 株式種類への対応方法」を参照

してください。 
単元未満株式は株式数で記載し、それ以外は単元数で記載するため、scale 属性は

必ず 0 となることに注意してください。 
 

  大株主の状況 
大株主の状況及び（該当ある場合は）所有株式に係る議決権上位者の状況は、詳

細タグ付けします。 
同じ所有株式数の大株主が複数いる場合は、記載上の順位により第何位とみなし

ます。大株主の状況又は議決権上位者の状況について、16 社（者）以上記載する場

合は、メンバーを追加します。 
 
詳細タグ付けしないケース  
脚注は、様式ツリーの包括タグのみとし、詳細タグ付けはしません。 
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図表 2-5-3 大株主の状況 

・・
・・・・

・・

43.42140,043－計

2.457,890東京都○○区○○○1-2-3株式会社○○銀行

4.9215,867大阪市○区○○5-15株式会社○○銀行

4.9515,969東京都○○区○○○1-4-5○○信託銀行株式会社

10.1432,715東京都○○区○○○1-2-1○○商事株式会社

発行済株式総数に対
する所有株式数の割

合（％）

所有株式数

（千株）
住所氏名又は名称

・・
・・・・

・・

43.42140,043－計

2.457,890東京都○○区○○○1-2-3株式会社○○銀行

4.9215,867大阪市○区○○5-15株式会社○○銀行

4.9515,969東京都○○区○○○1-4-5○○信託銀行株式会社

10.1432,715東京都○○区○○○1-2-1○○商事株式会社

発行済株式総数に対
する所有株式数の割

合（％）

所有株式数

（千株）
住所氏名又は名称

（７）【大株主の状況】

平成24年3月31日現在

（注）１．上記○○信託銀行株式会社の所有株式数のうち、・・・・。
２．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

詳細タグ包括タグ表の注釈は目次項目に対応付けた
包括タグでタグ付け

大株主の状況は詳細タグ付け
※該当がある場合、所有株式に係る議決権上位者の状況も詳細タグ付け

 

 

  発行済株式（【議決権の状況】の子目次）（※） 
表中の各記載項目が詳細タグ付け対象です。開示府令様式の表中に「－」が記載

されている項目は、常に該当がない項目であるため、タグ付け対象外です。 
種類株式の記載内容については、必要に応じて区分軸のメンバー要素を追加して

ください。当該区分軸のメンバー要素は株式種類軸のメンバー要素とは別要素であ

ることに注意してください。 
なお、EDINET タクソノミにおける種類株式の扱いは、タグ付け対象の性質及び

一緒に記載される他の情報のタグ付けとの親和性を考慮し、タグ付け対象により必

ずしも一定ではありません。種類株式への対応方法については、次の図表を参照し

てください。 

図表 2-5-4 株式種類への対応方法 

対象 ディメンション 種類株式への対応方法 

【主要な経営指標等の推移】

中の発行済株式総数 

連単軸 ※1 種類株式ごとの発行済株式総数の表示項

目要素を追加。 

【株式の総数等】中の【発行

済株式】 

株式種類軸 メンバー要素を追加。※3 

【所有者別状況】 株式種類軸 メンバー要素を追加。※3 

【議決権の状況】中の【発行

済株式】 

区分軸 ※2 メンバー要素を追加。 

【配当政策】中の配当情報 なし 種類株式ごとの配当金の総額及び１株当

たり配当額の表示項目要素を追加。 

【役員の状況】中の所有株式

数 

役員軸 ※1 普通株式以外は、原則として「所有株式数

（普通株式以外）」要素でタグ付け。 

※1： ただし、株式種類に係るディメンション軸はありません。 

※2： 区分軸は、議決権の種類、株式の種類等を 1 軸で表したものです（メンバー要素の具体的な内容は、

EDINET タクソノミを参照してください。）。 

※3： 一部の種類株式については、メンバー要素が EDINET タクソノミで用意されています。 
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  自己株式等（※） 
表中の各記載項目が詳細タグ付け対象です。 
「所有者の氏名又は名称」欄のタグ付けにおいては、自己保有株式又は相互保有

株式の区分を表す文言は、タグ付けに含めないでください。 
 

  配当政策（※） 
決議日付、決議、基準日、配当金の総額及び 1 株当たり配当額が詳細タグ付け対

象です。表形式で記載されている場合は、表中の開示項目を詳細タグ付けし、表形

式でない場合は、文章中の開示項目を詳細タグ付けします（ただし、基準日は表中

に記載されている場合のみタグ付け対象とします。）。 
種類株式への対応方法については、「図表 2-5-4 株式種類への対応方法」を参照

してください。 
同一の決議による配当内容を連番軸の 1 行としてください（同一の決議で普通株

式と種類株式の両方の配当決議がなされた場合、当該両方の配当の内容を同一の連

番軸メンバーでタグ付けしてください。）。 
期末配当のみ 1 行で記載されている場合は、「1 行目 [メンバー]」を用いてくださ

い。 
 

  役員の状況（※） 
役員の男女別の人数及び女性の比率並びに役員ごとの役名、役職、氏名、生年月

日、略歴、任期及び所有株式数が詳細タグ付け対象です。役員ごとの役名、役職、

氏名、略歴及び任期については、表のセル中の記載内容をタグ付けしてください。

付記事項がある場合は、タグ付け範囲に含めてください。表のセル中の記載内容が

参照情報のみ（例えば、任期欄の「（注）１」、略歴欄の「（１）取締役の状況参照」））

である場合も、表のセル中の記載内容をタグ付けし、参照先のタグ付けはしません。 
役員表の脚注は、注記項番ごとに、注記番号を連番軸メンバーとするコンテキス

ト ID でタグ付けしてください。 
株主総会議案に基づく情報を追加で記載している場合は、当該情報も詳細タグ付

け対象です。「230000f 役員の状況（議案）」～「230000j 役員の状況（議案）」の拡張

リンクロール中の要素を用いてください。 
執行役員に係る記載は、詳細タグ付けの対象外です。 

＜役員軸のメンバー＞ 
役員軸のメンバー（以下「役員メンバー」という。）は役員ごとに設定してくださ

い。役員メンバーの標準ラベルは、報告書上の記載における主たる氏名に基づき設

定してください。冗長ラベルは、原則として標準ラベルに「 [メンバー]」（英語では

「 [member]」）のみ追加してください。 
役員メンバーのラベル設定においては、姓、名、ミドルネーム等は、それぞれを

一連の文字列とし、これらの区切りが明瞭になるようにしてください。 
良い例：「金融 太郎」 
悪い例：「金融太郎」、「金 融  太 郎」 
用いることのできる文字範囲については、『提出者別タクソノミ作成ガイドライン』の

「6-2-3 日本語名称と英語名称について」及び『提出書類ファイル仕様書』の「4-1 文

字コードセット」を参照してください。 

＜役員の所有株式数＞ 
役員の所有株式数は、原則として普通株式とそれ以外の二種類の表示項目要素を

使い分けてタグ付けしてください。普通株式以外の場合、種類株式の名称について

表示とラベルとが不一致になりますが、差し支えないものとします（「図表 2-5-4 株

式種類への対応方法」を参照してください。）。 
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＜四半期報告書＞ 
四半期報告書において異動後の役員の男女別の人数及び女性の比率を開示する場

合、当該開示は詳細タグ付けの対象です。四半期報告書の役員の状況におけるその

他の開示内容は、詳細タグ付けの対象外です。 
 

  コーポレート・ガバナンスの状況（※） 
企業統治の体制、内部監査及び監査役並びに社外役員に係る記載をテキストブ

ロック要素でタグ付けします。企業統治の組織形態（監査役設置会社、監査等委員

会設置会社又は指名委員会等設置会社のいずれであるか）に変更があった場合は、

その旨の記載を「企業統治の組織形態（３分類）を変更した旨 [テキストブロック]」要素

でタグ付けします。その他の定性的情報については、詳細タグ付け対象外とします。 

役員区分ごとの報酬等については、役員区分ごとの報酬等の総額、種類別総額及

び員数が詳細タグ付け対象です。 

役員ごとの連結報酬等については、表、注記等を含む記載内容全体をテキストブ

ロック要素でタグ付けし、役員ごとの報酬等の総額を詳細タグ付けします。内訳金

額は、詳細タグ付けの対象外とします。 

株式の保有状況に係る開示は、詳細タグ付け対象です。具体的な項目については、

EDINET タクソノミを参照してください。 
 

  監査公認会計士等に対する報酬の内容（※） 
表中の各記載項目が詳細タグ付け対象です。 
非連結の会社が、提出会社に係る情報を 1 行で開示する場合は、「監査証明業務に

基づく報酬－提出会社」及び「非監査業務に基づく報酬－提出会社」の要素を用いて

ください。 
 

  経理の状況 
冒頭の記載を EDINET タクソノミの要素の粒度でタグ付けします。EDINET タク

ソノミの要素で網羅されない事項を記載する場合は、開示書類等提出者自身で要素

を追加します。冒頭の記載は連結個別ディメンションを用いないため、連結のみ、

又は個別のみの記載事項はそれぞれ別要素となります。 
なお、四半期会計期間に係る記載と四半期累計期間に係る記載とを区分してタグ

付けすることが困難な場合は、四半期累計期間のコンテキストを利用します。 
 

  監査報告書（※） 
監査法人（又は会計士事務所）の名称及び監査を担当した公認会計士の名称が詳

細タグ付け対象です。 
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2-5-3 日本基準財務諸表 
目次 

  財務諸表本表 
財務諸表本表は、詳細タグ付けします。 
連結個別及び純資産科目は、ディメンションで定義します。 
 

  計算リンク 
計算リンクの対象は財務諸表本表に限定し、その他の計算関係については、計算

リンクの対象外とします。 
 

  財務諸表注記事項 
勘定科目については、財務諸表本表で用いるものと財務諸表注記事項で用いるも

のとの間に区別はありません。財務諸表本表タクソノミの要素は、財務諸表注記事

項のタグ付けにおいても利用可能です。 
注記事項については、次の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及び

重要な会計方針」から｢セグメント情報等｣までを参照してください。 
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  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及び重要な会計方針 
EDINET タクソノミのテキストブロックの粒度でタグ付けし、更に次の（１）か

ら（４）までの項目に該当事項がある場合は、個々の数値をタグ付けします。 
（１）連結子会社の数 
（２）持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数 
（３）持分法を適用した非連結子会社の数 
（４）持分法を適用した関連会社の数 

 

図表 2-5-5 個々の会社数にタグ付けする例 

【注記事項】
（継続企業の前提に関する事項）
当社グループは、当連結会計年度において、………………………………………………………………………………。
これにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく、………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………。
しかしながら…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………であるため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財

務諸表に反映しておりません。

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数 27 社

主要な連結子会社の名称

○○機器㈱

………………
（2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

タイ○○社

（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰
余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項

（1）持分法適用の関連会社数 17 社

主要な会社名

○○○㈱

………………

テキストブロック 詳細タグ

 

 
 
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、中間連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項及び重要な会計方針で使用できる要素は、EDINET タクソ

ノミの表示リンク拡張リンクロール「会計方針のその他の要素」にも定義されてい

ます。提出者別タクソノミにおいて当該要素を用いる場合は、連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項、重要な会計方針等の表示リンク及び定義リンクの両

方に設定する必要があります。 
 

詳細タグ付けしないケース  
ただし、有価証券届出書において最近 2 連結会計年度に係る連結財務諸表を記載

する場合（最近連結会計年度に係る連結財務諸表を比較情報を含めて記載する場合

と異なる。）は、様式ツリーの目次項目レベルの包括タグによるタグ付けまでとし、

それ以上の詳細なタグ付けはしません。 
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  貸借対照表関係 
注記事項の項番ごと（※）にそれぞれテキストブロックでタグ付けし、更に次の

（１）から（４）までの注記事項については、個々の金額をタグ付けします。 
（１）たな卸資産の注記 
（２）資産の金額から直接控除している引当金の注記 
（３）有形固定資産の減価償却累計額の注記 
（４）受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高 

 
※ EDINET タクソノミの一つのテキストブロックが複数の項番にまたがる場合、EDINET

タクソノミの複数のテキストブロックが一つの項番の中に記載される場合等のタグ付

け上の技術的な理由がある場合は必ずしも項番ごとでなくても構いません。 

 
注記事項の項番ごとのテキストブロックは、原則として当会計期間及び比較対象

会計期間の両方の記載を当会計期間のコンテキスト ID でタグ付けします。可能な場

合には、当会計期間と比較対象会計期間のそれぞれの記載をそれぞれのコンテキス

ト ID でタグ付けすることも可能です。 
貸借対照表関係（連結、中間及び四半期を含む。）で使用できる要素は、EDINET

タクソノミの表示リンク拡張リンクロール「貸借対照表関係のその他の要素」にも

定義されています。提出者別タクソノミにおいて当該要素を使用する場合は、貸借

対照表関係の表示リンク及び定義リンクの両方に設定する必要があります。 
貸借対照表関係（連結、中間及び四半期を含む。）の詳細タグ付けの対象となる金

額で、財務諸表本表タクソノミの要素が利用可能な場合は、財務諸表本表タクソノ

ミを用います。 
 

上記の（１）から（４）までを除く他の注記事項には、個々の金額のタグ付けは

しません。 
 

詳細タグ付けしないケース  
ただし、有価証券届出書において最近 2 事業年度に係る財務諸表を記載する場合

（最近事業年度に係る財務諸表を比較情報を含めて記載する場合と異なる。）は、様

式ツリーの目次項目レベルの包括タグによるタグ付けまでとし、それ以上の詳細な

タグ付けはしません。 
 

図表 2-5-6 個々の金額にタグ付けする例 

テキストブロック 詳細タグ

 

 

たな卸資産の注記は 

個々の金額にタグ付け 
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図表 2-5-7 個々の金額にタグ付けしない例 

テキストブロック

 

 

  損益計算書関係 
注記事項の項番ごと（※）にそれぞれテキストブロックでタグ付けをし、更に次

の（１）から（３）までの注記事項については、個々の金額をタグ付けします。こ

れら以外の注記事項は、個々の金額のタグ付けはしません。 
（１）たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 
（２）主要な販売費及び一般管理費 
（３）一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

 
※ EDINET タクソノミの一つのテキストブロックが複数の項番にまたがる場合、EDINET

タクソノミの複数のテキストブロックが一つの項番の中に記載される場合等のタグ付

け上の技術的な理由がある場合は必ずしも項番ごとでなくても構いません。 

 
注記事項の項番ごとのテキストブロックは、原則として当会計期間及び比較対象

会計期間の両方の記載を当会計期間のコンテキスト ID でタグ付けします。可能な場

合には、当会計期間と比較対象会計期間のそれぞれの記載をそれぞれのコンテキス

ト ID でタグ付けすることも可能です。 
損益計算書関係（連結、中間及び四半期を含む。）で使用できる要素は、EDINET

タクソノミの表示リンク拡張リンクロール「損益計算書関係のその他の要素」にも

定義されています。提出者別タクソノミにおいて当該要素を用いる場合は、損益計

算書関係の表示リンク及び定義リンクの両方に設定する必要があります。 
損益計算書関係（連結、中間及び四半期を含む。）の詳細タグ付けの対象となる金

額で、財務諸表本表タクソノミの要素が利用可能な場合は、財務諸表本表タクソノ

ミを用います。 
 

（１）から（３）までを除く他の注記事項には、個々の金額のタグ付けはしませ

ん。 
 
 

詳細タグ付けしないケース  
ただし、有価証券届出書において最近 2 事業年度に係る財務諸表を記載する場合

（最近事業年度に係る財務諸表を比較情報を含めて記載する場合と異なる。）は、様

式ツリーの目次項目レベルの包括タグによるタグ付けまでとし、それ以上の詳細な

タグ付けはしません。 
 

個々の金額には 

タグ付けしない 
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図表 2-5-8 個々の金額にタグ付けする例 

テキストブロック 詳細タグ

 

 

図表 2-5-9 個々の金額にタグ付けしない例 

 

テキストブロック

 

 
 

主要な販売費及び一般管理

費は個々の金額にタグ付け 
 

個々の金額には 

タグ付けしない 
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  包括利益計算書関係、株主資本等変動計算書関係及びキャッシュ・フ

ロー計算書関係 
注記事項の項番ごと（※）にそれぞれテキストブロックでタグ付けします。 
※ EDINET タクソノミの一つのテキストブロックが複数の項番にまたがる場合、EDINET

タクソノミの複数のテキストブロックが一つの項番の中に記載される場合等のタグ付

け上の技術的な理由がある場合は必ずしも項番ごとでなくても構いません。 

 
注記事項の項番ごとのテキストブロックは、原則として当会計期間及び比較対象

会計期間の両方の記載を当会計期間のコンテキスト ID でタグ付けします。可能な場

合には、当会計期間と比較対象会計期間のそれぞれの記載をそれぞれのコンテキス

ト ID でタグ付けすることも可能です。 
 

図表 2-5-10 財務諸表等の条文単位でタグ付けする例 

（連結包括利益計算書関係）
当連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

※１ その他の包括利益に係る組替調整額

その他有価証券評価差額金：
当期発生額 8,888百万円
組替調整額 8,888 8,888百万円

繰延ヘッジ損益：
当期発生額 8,888
組替調整額 8,888 8,888

・・・ ・・・ ・・・

※２ その他の包括利益に係る税効果額

8,8888,8888,888その他の包括利益合計

8,8888,8888,888為替換算調整勘定

8,8888,8888,888土地再評価差額金

8,8888,8888,888繰延ヘッジ損益

8,888百万円8,888百万円8,888百万円その他有価証券評価差額金

税効果調整後税効果額税効果調整前

8,8888,8888,888その他の包括利益合計

8,8888,8888,888為替換算調整勘定

8,8888,8888,888土地再評価差額金

8,8888,8888,888繰延ヘッジ損益

8,888百万円8,888百万円8,888百万円その他有価証券評価差額金

税効果調整後税効果額税効果調整前

テキストブロック

 

詳細タグ付けしないケース  
ただし、有価証券届出書において最近 2 事業年度に係る財務諸表を記載する場合

（最近事業年度に係る財務諸表を比較情報を含めて記載する場合と異なる。）は、様

式ツリーの目次項目レベルの包括タグによるタグ付けまでとし、それ以上の詳細な

タグ付けはしません。 
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  セグメント情報等 
詳細タグ付けします。 
ただし、関連情報、差異調整に関する事項及び調整額に係る脚注については、そ

れぞれテキストブロックでタグ付けし、表中又は文中の個々の金額は詳細タグ付け

しません。 
「報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関

する情報の表示項目」は、財務諸表本表中の調整対象の勘定科目と同一の要素を必

ず用います。このとき、表示科目とラベルとが不一致となることを認めます。 
例えば、セグメント利益は「営業利益又は営業損失（△）」、「経常利益又は経常損

失（△）」、「税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）」又は「当期純利益又は当

期純損失（△）」を用います。また、セグメント資産は「資産」を、セグメント負債

は「負債」をそれぞれ用います。 
財務諸表本表の要素を「報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債そ

の他の項目の金額に関する情報の表示項目」として注記事項で適宜利用できます。

例えば、銀行業における「資金運用収益」又は「資金調達費用」をセグメント情報

として開示する場合は、財務諸表本表の要素を利用します。 
セグメントメンバーは開示書類等提出者ごとに追加します。セグメントメンバー

を追加する場合は、原則として次のように指定します。 

・標準ラベルは、表示上のセグメント名称と一致させる。 
・冗長ラベルは、標準ラベルに「、報告セグメント ［メンバー］」（英語では「, Reportable 

segment [member]」）」を付加する。 
・要素名は、英語冗長ラベルを LC3 変換する。 

 

図表 2-5-11 セグメントメンバーを追加する場合 

CommunicationsEquipmentReportableSegmentMember

要素名

通信機器、報告セグメント [メン
バー]

Communications equipment, 
Reportable segment [member]

冗長ラベル（英語）

冗長ラベル（日本語）

Communications 
equipment

冗長ラベル（英語）

Communications 
equipment

冗長ラベル（英語）

通信機器

標準ラベル（日本語）

通信機器

標準ラベル（日本語）
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図表 2-5-12 セグメント情報等でタグ付けする例 

 

１．報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自平成22年４月１日至平成23年３月31日）

23,683－23,6834,4347,49711,752
有形固定資産及び無形固定
資産の増加額

4,541－4,541－2,1412,400持分法適用会社への投資額

17,13850016,6383,3485,7987,492減価償却費

その他の項目

188,842－188,84220,50097,84270,500セグメント負債

322,55714,412308,14571,915106,522129,708セグメント資産

18,77296717,80587811,2435,684セグメント利益

319,09514,118304,97740,358152,607112,012計

2,161－2,161－－2,161
セグメント間の内部売上高
又は振替高

316,93414,118302,81640,358152,607109,851外部顧客への売上高

売上高

計産業機械計測機器通信機器

合計
その他
（注）

報告セグメント

23,683－23,6834,4347,49711,752
有形固定資産及び無形固定
資産の増加額

4,541－4,541－2,1412,400持分法適用会社への投資額

17,13850016,6383,3485,7987,492減価償却費

その他の項目

188,842－188,84220,50097,84270,500セグメント負債

322,55714,412308,14571,915106,522129,708セグメント資産

18,77296717,80587811,2435,684セグメント利益

319,09514,118304,97740,358152,607112,012計

2,161－2,161－－2,161
セグメント間の内部売上高
又は振替高

316,93414,118302,81640,358152,607109,851外部顧客への売上高

売上高

計産業機械計測機器通信機器

合計
その他
（注）

報告セグメント

（注）その他には、当社が行っている電子機器レンタル事業等を含んでおります。

（単位：百万円）

（セグメント情報等）
【セグメント情報】

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

8,8888,888連結財務諸表の売上高

8,8888,888セグメント間取引消去

8,8888,888「その他」の区分の売上高

8,8888,888報告セグメント計

当連結会計年度前連結会計年度売上高

8,8888,888連結財務諸表の売上高

8,8888,888セグメント間取引消去

8,8888,888「その他」の区分の売上高

8,8888,888報告セグメント計

当連結会計年度前連結会計年度売上高

【関連情報】
前連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）（単位：百万円）

8,8888,8888,8888,8888,888外部顧客への売上高

合計その他産業機械計測機器通信機器

8,8888,8888,8888,8888,888外部顧客への売上高

合計その他産業機械計測機器通信機器

（単位：百万円）（単位：百万円）

テキストブロック 詳細タグ

 

 

セグメント情報は詳細タグ付け 
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2-5-4 IFRS 財務諸表 
目次 

IFRS 財務諸表（国際会計基準による財務諸表、要約中間財務諸表及び要約四半期

財務諸表を含む。）については、財務諸表本表及び本章に記載する注記事項（類似の

表現で記載する場合を含む。）が詳細タグ付けの対象です。ただし、該当がない、重

要性がない等の理由で本章に記載する注記事項の記載がない場合は、詳細タグ付け

の対象になりません。また、本章において詳細タグ付け対象として記載されている

ということが、それらの注記事項の開示を要求又は推奨するということを意味しま

せん。 
 

  拡張リンクロール 
提出者別タクソノミにおいて注記事項の詳細ツリーに用いる拡張リンクロールは、

注記事項の項番ごとに一つとし、『提出者別タクソノミ作成ガイドライン 添付 3 拡張リ

ンクロール一覧』に定義されている拡張リンクロール（ただし、提出者用として選択

可能のものに限る。）の中から選択してください。注記事項の表題と拡張リンクロー

ルの definition 中の注記事項名称が一致するものがない場合は、意味的に最も近いも

のを選択してください（例えば、連結財務諸表注記事項として「財務費用の内訳」

を開示している場合は、「657210 金融費用の内訳（IFRS）連結財務諸表」拡張リンク

ロールを選択してください。）。 
 

  勘定科目要素の選択 
勘定科目要素については、財務諸表本表で用いるものと財務諸表注記事項で用い

るものとの間に厳密な区別はありません。EDINET タクソノミにおいては、勘定科

目要素は特定の拡張リンクロールに配置されますが、国際会計基準タクソノミの要

素を提出者別タクソノミにおいて利用する際の勘定科目要素と拡張リンクロールの

帰属関係も必ずしも固定的なものではありません。 
勘定科目要素の選択に当たっては次の点に御注意ください。 

 
＜財政状態計算書（BS）の勘定科目＞ 

BS 科目のうち、冗長ラベル中に流動・非流動の区分を有するものは、流動性配列

の BS（流動・非流動の区分がない。）のタグ付けに利用することはできません（例

えば、「デリバティブ資産、流動資産（IFRS）」又は「デリバティブ資産、非流動資産

（IFRS）」は、流動・非流動区分の BS では利用可能ですが、流動性配列の BS では利

用できません。）。 
BS 科目のうち、冗長ラベル中の親科目が「資産」又は「負債」であるものは、流

動・非流動区分の財政状態計算書のタグ付けに用いることはできません（例えば、

「デリバティブ資産、資産（IFRS）」は、流動性配列の BS では利用可能ですが、流動・

非流動区分の BS では利用できません。）。 
 
なお、流動・非流動のいずれか一方に必ず属する BS 科目は、冗長ラベル中に区

分を表す親科目を付けずに設定されており、流動・非流動区分の BS 及び流動性配

列の BS のいずれでも利用可能です（例えば、「繰延税金資産（IFRS）」は、常に非流

動区分なので、冗長ラベル中に親科目が含まれず、いずれのBSでも利用可能です。）。 
 

＜損益計算書（PL）（主に注記事項）の勘定科目＞ 
国際会計基準タクソノミの PL 科目（注記事項中の科目を含む。以下同じ。）の設

定においては、売上原価、販売費、一般管理費の三つを基本的な機能区分としてい

ます（以下、これら三つを「基本的機能区分」といい、これら三つ及びその組合せ

（例えば、「販売費及び一般管理費」）の総称を単に「機能区分」という。）。 
複数の基本的機能区分に属する可能性のある PL 科目は、機能区分別に設定され

ています。機能区分は、冗長ラベル中の親科目で表されます。機能区分別に設定さ
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れている PL 科目は、異なる機能区分の PL 科目のタグ付けに用いることはできませ

ん（例えば、「従業員給付費用、販売費（IFRS）」は販売費中の従業員給付費用を表す

ので、「売上原価」又は「販売費及び一般管理費」中の「従業員給付費用」のタグ付

けには利用できません。）。 
機能区分の同一性の判定においては、必ずしも名称が完全一致する必要はありま

せん。「営業費用」は、営業に属する全機能の費用ですが、EDINET のタグ付けにお

いては、「売上原価、販売費及び一般管理費」は、「営業費用」と同一の機能区分と

みなします。また、「費用の性質別内訳」が営業費用を含む機能別費用合計の内訳で

ある場合は、「費用の性質別内訳」も「営業費用」と同一の機能区分とみなします（例

えば、「従業員給付費用、営業費用（IFRS）」は、「営業費用」中の「従業員給付費用」

だけでなく、「売上原価、販売費及び一般管理費」又は「費用の性質別内訳」中の「従

業員給付費用」のタグ付けにも利用可能です。 
EDINET タクソノミでは、可能性のある全ての機能区分ごとに PL 科目を設定して

いるわけではありません（利用実績に基づき今後追加設定される可能性はありま

す。）。複数の基本的機能区分に属する可能性のある PL 科目が、利用したい機能区

分で設定されていない場合は、提出者別タクソノミにて要素を追加してください（例

えば、「退職給付費用、販売費（IFRS）」という要素は EDINET タクソノミに設定され

ていないため、販売費中の退職給付費用をタグ付けするためには、「退職給付費用、

販売費（IFRS）」を冗長ラベルとする要素を追加する必要があります。）。 
 

図表 2-5-13 機能区分別に設定される PL 科目の例 

基本的 

機能区分 
売上原価 販売費 一般管理費 

機能区分別の 

PL 科目設定 

「従業員給付費用、営業費用（IFRS）」 

 「従業員給付費用、販売費及び一般管理費

（IFRS）」 

「従業員給付費用、売上

原価（IFRS）」 

「従業員給付費用、販売

費（IFRS）」 

「従業員給付費用、一般

管理費（IFRS）」 

 
一つの基本的機能区分にしか属さない PL 科目及び機能区分別に認識されない PL

科目は、機能区分なしに設定されています（例えば、「広告宣伝費（IFRS）」は販売費

という基本的機能区分にしか属さないと考えられるので、機能区分なしに設定され

ており、「販売費の内訳」、「販売費及び一般管理費の内訳」、「営業費用の内訳」等、

販売費を包含する機能区分のいずれにおいても利用可能です。「固定資産売却損

（IFRS）」は、機能区分別に認識されない PL 科目と考えられるので、機能区分なし

に設定されています。）。 
 
なお、国際会計基準タクソノミの PL 科目には、段階損益（日本基準における営

業損益、営業外損益、特別損益の区分に相当するもの。）による区分はありません（た

だし、同一の科目名称が、異なる親科目の配下で複数回出現する場合は、親科目の

違いごとに要素定義が必要です。）。 
 

  財務諸表本表 
財政状態計算書の科目一覧ツリーでは、「流動・非流動」と「流動性配列」とで異

なる拡張リンクロールが用意されています。また、包括利益計算書（1計算書方式）

については、損益計算書と異なる拡張リンクロールが用意されています。 

国際会計基準タクソノミでは業種別のタクソノミやパターン別リンクベースファ

イルは用意されていません。 
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  計算リンク 
計算リンクの対象は次の二つに限定し、その他の計算関係については、計算リン

クの対象外とします。 
① 財務諸表本表の各表（脚注を除く。ただし、次の②に該当する場合は、計算

リンクの対象。） 
② セグメント損益と税引前当期利益との調整（セグメント情報以外の場所に記

載されている場合を含む。） 
 

  セグメント情報 
セグメント損益は、セグメント表上の調整後合計が損益計算書上の段階損益と同

一である場合は、当該段階損益と同一の要素を使用します。そうでない場合は、「セ

グメント利益（△損失）（IFRS）」要素を用います。 
企業全体の開示については、製品及びサービスに関する情報、地域に関する情報

及び主要な顧客に関する情報をそれぞれテキストブロック要素でタグ付けします。 
 

  棚卸資産 
棚卸資産の内訳が詳細タグ付け対象です。 

 

  有形固定資産 
前期及び当期の期末残高（取得原価、減価償却累計額及び減損損失累計額並びに

帳簿価額）が詳細タグ付け対象です。期中の増減内容については、詳細タグ付けし

ません。 
減価償却累計額及び減損損失累計額は、記載上の正負にかかわらず、負値でタグ

付けしてください（タクソノミ要素の balance 属性は debit に設定されています。）。 
 

  のれん及び無形資産 
前期及び当期の期末残高（取得原価、償却累計額及び減損損失累計額並びに帳簿

価額）が詳細タグ付け対象です。期中の増減内容については、詳細タグ付けしませ

ん。 
償却累計額及び減損損失累計額は、記載上の正負にかかわらず、負値でタグ付け

してください（タクソノミ要素の balance 属性は debit に設定されています。）。 
無形資産の注記事項として記載する場合には、「無形資産の内訳」用の拡張リンク

ロール、ルート要素、表要素及び表示項目要素を用いて表示リンクベースを作成し

ます。 
のれんを無形資産とは別の注記項番としている場合、のれんに関する情報は、「の

れんの内訳」用の拡張リンクロール、ルート要素、表要素及び表示項目要素を用い

て表示リンクベースを作成します。 
 

  営業費用の内訳 
「営業費用の内訳」、「売上原価、販売費及び一般管理費の内訳」等、営業費用合

計の内訳を開示する場合は、主として次の拡張リンクロールの要素が利用可能です。 
・650000 営業費用の内訳（IFRS） 科目一覧 

・650001 営業費用の内訳（IFRS） その他の要素 
 

  費用の性質別内訳 
営業費用を含む費用合計の内訳として費用の性質別内訳を開示する場合は、主と

して次の拡張リンクロールの要素が利用可能です。 
・ 650000 営業費用の内訳（IFRS） 科目一覧 
・ 655000 その他の収益及びその他の費用の内訳（IFRS） 科目一覧 
・ 657000 金融収益及び金融費用の内訳（IFRS） 科目一覧 
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  売上原価の内訳 
売上原価の内訳を開示している場合は、主として次の拡張リンクロールの要素が

利用可能です。 
・ 652100 売上原価の内訳（IFRS） 科目一覧 

 

  販売費及び一般管理費の内訳 
販売費及び一般管理費の内訳を開示している場合は、主として次の拡張リンク

ロールの要素が利用可能です。 
・ 652000 販売費及び一般管理費の内訳（IFRS） 科目一覧 
 
販売費の内訳と一般管理費の内訳を分けて開示している場合は、主として次の拡

張リンクロールの要素が利用可能です。 
・ 652001 販売費及び一般管理費の内訳（IFRS）その他の要素 
 
販売費と一般管理費を別の注記項番としている場合には、販売費の内訳、一般管

理費の内訳、それぞれ用の拡張リンクロール、ルート要素、表要素及び表示項目要

素を用いて表示リンクベースを作成してください。 
 

  その他の収益及びその他の費用 
その他の収益及びその他の費用又はその他の営業収益及びその他の営業費用の内

訳を開示している場合には、主として次の拡張リンクロールが利用可能です。 
・ 655000 その他の収益及びその他の費用の内訳（IFRS） 科目一覧 
・ 655001 その他の収益及びその他の費用の内訳（IFRS） その他の要素 
 
その他の収益とその他の費用を別の注記項番としている場合には、その他の収益

の内訳、その他の費用の内訳、それぞれ用の拡張リンクロール、ルート要素、表要

素及び表示項目要素を用いて表示リンクベースを作成してください。その他の営業

収益とその他の営業費用を別の注記項番としている場合も同様です。 
 

  金融収益及び金融費用 
金融収益及び金融費用の内訳を開示している場合は、主として次の拡張リンク

ロールの要素が利用可能です。 
・ 657000 金融収益及び金融費用の内訳（IFRS） 科目一覧 
・ 657001 金融収益及び金融費用の内訳（IFRS）その他の要素 
 
金融収益と金融費用を別の注記項番としている場合には、金融収益の内訳、金融

費用の内訳、それぞれ用の拡張リンクロール、ルート要素、表要素及び表示項目要

素を用いて表示リンクベースを作成してください。 
 

  個別開示項目、その他の営業外損益 
個別開示項目の内訳又はその他の営業外損益の内訳を開示している場合には、主

として次の拡張リンクロールの要素が利用可能です。 
・655000 その他の収益及びその他の費用の内訳（IFRS） 科目一覧 
・655001 その他の収益及びその他の費用の内訳（IFRS） その他の要素 
・657000 金融収益及び金融費用の内訳（IFRS）科目一覧 
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  IFRS 適用初年度の第１四半期報告書の提出 
IFRS 適用初年度の第１四半期報告書において、IFRS による前期の連結財務諸表

を併せて提示する場合、EDINET タクソノミの「国際会計基準による前連結会計年度

に係る連結財務諸表［テキストブロック］」を用いて包括タグ付けします。詳細タグ付け

はしません。 
 
 
 

2-5-5 特定有価証券開示府令 
目次 

【ファンドの経理状況】における個別財務諸表は、ディメンションで定義しま

す。 
【投資法人の経理状況】における個別財務諸表及び株主資本等変動計算書は、

ディメンションで定義します。 
 
 
 

2-5-6 大量保有報告府令 
目次 

EDINET タクソノミの要素の粒度で詳細タグ付けします。 
ただし、次の目次はテキストブロックでタグ付けします。 

・【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近 60 日間の取得又は処

分の状況】 

・【借入金の内訳】 

・【借入先の名称等】 
 
 
 

2-5-7 他社株買付府令 
目次 

目次のうち【買付け等を行った後における株券等所有割合】は詳細タグ付けし

ます。これ以外の目次は、様式ツリーの包括タグでタグ付けします。 
 
 
 

2-5-8 詳細タグ付けに係る注意事項 
目次 

2-5-8-1 金額の記載方法 
目次 

詳細タグ付けの対象となる金額は、「○億○千万円」等、金額単位が複数回現

れる記載方法では XBRL のタグ付けができません。「○,○○○百万円」、「○,○

○○千円」等、金額単位が一回のみ現れる記載方法にしてください。 
 
 
 

2-5-8-2 目次のみ記載される場合 
目次 

目次のみ記載され、内容が記載されていない箇所は、タグ付けの必要はあり

ません。 
例えば、公開買付届出書において、公開買付者が継続開示会社であるために

【公開買付者の状況】中で目次のみ記載している箇所は、タグ付け不要です。 
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2-5-8-3 目次要素を追加した場合 
目次 

開示書類等提出者自身で目次要素を追加した場合、当該目次要素に対応する

包括タグも様式ツリーへの追加が必要です。詳細タグ付けはしません。 
 
 
 

2-5-8-4 タグ付けを要しない記載事項 
目次 

タグ付けを要しない場合と箇所は、次のとおりです。 
 
 

  府令様式による定型句 
 

府令様式に定められている定型句は、開示書類等提出者による開示情報ではない

ため、タグ付け範囲に含める必要はありません。 
例えば、開示府令第十一号様式の【募集要項】の冒頭には、「以下に記載するもの

以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録

書」又は「発行登録追補書類」に記載します。」という定型句が記載されます。当該定

型句のタグ付けは不要です。 
 

  該当事項がなく目次のみ記載する場合 
 

該当事項がないため、目次のみを記載し、該当事項がない旨を記載しない場合は、

当該目次のタグ付けは不要です。 
 

図表 2-5-14 該当事項がなく目次のみ記載する場合の例 

【ファンドの経理状況】

【財務諸表】

【貸借対照表】

タグ付け不要

･･･
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  親概念で該当事項がない旨を記載する場合 
 

親概念となる目次に対して、該当事項がない旨を記載する場合は、当該目次の子

概念となる目次に対するタグ付けは任意です。 
 

図表 2-5-15 親概念で該当事項がない旨を記載する場合の例 

【ファンドの経理状況】

該当事項はありません。

【財務諸表】

該当事項はありません。

【貸借対照表】

該当事項はありません。

タグ付け不要

子概念

親概念

･･･

 

 
 
 

2-5-8-5 ファンドの委託会社の中間財務諸表本表 
 

【ファンドの委託会社の経理状況】に、通期の財務諸表に加え中間財務諸表を

記載する場合は、中間財務諸表本表及び注記事項の全てを「注記事項、委託会社

等の経理状況[テキストブロック]」に含めてタグ付けします。 
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